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久留米子育てまちづくりＮＰＯ（略称　まちづくりＮＰＯ）入会案内　

趣　旨

　（社）福岡県建築士会久留米支部　街づくり委員会は、「コンベンション都市

久留米」や久留米の公立小中学校の美化・緑化についての調査や提案活動など

を行ってきました。とりわけ「宮の陣小学校改善協議会」では、校長を始め教職員・

ＰＴＡ・自治会などと協力して教育委員会・市役所・警察署の支援の下、校舎・

体育館・校庭の改善や通学路の安全調査・安全確保の取り組みを進めてきてい

ます。

　こうした一連の活動も早や７年が過ぎましたが、今日、子どもをめぐるまちづ

くりの課題はより大きな社会問題となってきました。これまでの経験・成果を

より発展させるため、より広い分野の方々のご参加・協力を得て、新たに有志で

久留米市における「子どもの健全育成の場・空間づくり」をまちづくりの主要な

柱として活動するＮＰＯを立ち上げます。

　

まちづくりＮＰＯ規約

1. 名称

この会は、「久留米子育てまちづくりＮＰＯ」という。

２．事務所

　　この会の主たる事務所を所在地：（〒久留米市上津町 2228　久留米工業大学　

満岡研究室　TEL 22-2345 内 340　：FAX　21-5454）に置く。

3． 目的

　　自然環境・生活環境・景観をより豊かにするために、住民・企業・行政・

専門家の協力を得て、地域社会および環境の改善活動を行うことにより「子育

て」などに関しても、安全・安心のまちづくりに寄与することを目的とする。

４．活動の種類

１)子どもの健全育成に関する活動

　２)安全・安心な学校教育環境づくりの活動

　３)社会教育の推進を図る活動

　４)保健・福祉の増進を図る活動

　５)上記各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に対する連絡・助言・

援助
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５．３条の目的を達成するため、次の事業をおこなう

（１）特定非営利活動に関わる事業

　　１　各種調査受託（例：通学路危険箇所マップ作製調査等）

　　２　学校施設改善提案及び事前調査等の業務

　　３　環境保全・改善に関する事業　

４　久留米市の都市計画策定に関わる事業　

５　その他のまちづくりに関する特定非営利活動に関わる事業

（２）収益事業

　　１．　バザーその他物品の販売

　　２．　広告・宣伝事業

　　３．　施設の計画に関わる事業

６．会員

（1） この会の目的に賛同して入会した個人及び団体。

（2） 入会しようとするものは、入会申込書により理事長に申し込むものと

する。

（3） 会費は別に定める。

７．役員

（1） 理事　３人以上１０人以内

（2） 監事　２人

（3） 理事のうち１人を理事長、２人を副理事長とする。

８．総会

　　（１）総会は、この会の目的に添った重要事項について審議・議決する。

　　（２）総会は理事長が招集し、理事長が議長となり、年１回以上開催する。

　　（３）総会は会員の二分の一以上の出席または委任状で成立する。

９．理事会

　　（１）理事会は理事で構成する。

（２）理事会は、総会に付議すべき事項、総会で議決された事項の執行に関

して審議・議決する。

10．議事録

　　総会（及び理事会）の議事録を作成するものとする。

以上
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